
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

（
第
九
三
二
一
号
）

一

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 22 号

平成 18 年

3 月22日（火曜日）

告
　
　
示

○
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請

（
環
境
管
理
課
）

一

○
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）

（
道
路
保
全
課
）

三

○
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始
（
二
件
）

（

〃
　
　
）

四

○
道
路
の
位
置
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

五

○
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
会
　
計
　
課
）

公
　
　
告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
　
　
　
　
　
　
　
（
県
民
参
画
課
）

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
　
　
　
　
（
経
営
支
援
課
）

六

○
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
計
量
検
定
所
）

○
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
労
働
政
策
課
）

七

○
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

○
土
地
改
良
事
業
の
認
可
（
二
件
）

（

〃
　
　
）

八

○
土
地
改
良
事
業
の
同
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

●
香
川
県
告
示
第
二
百
七
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

告

示

1
申
請
の
概
要

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

三
豊
市
詫
間
町
香
田
80番
地

神
島
化
学
工
業
株
式
会
社
　
詫
間
工
場
　
取
締
役
工
場
長
　
布
川
　
明

事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

三
豊
市
詫
間
町
香
田
80番
地

神
島
化
学
工
業
株
式
会
社
　
詫
間
工
場

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

設
置
し
よ
う
と
す
る
特
定
施
設

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

①
連
続
フ
ィ
ル
タ
ー
　
400

1
基

②
フ
ィ
ル
タ
ー
プ
レ
ス
　
水
量
600

1
基

③
海
水
ろ
過
器
　
200

2
基

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

水
素
イ
オ
ン
濃
度

①
9.5～

14、
②
9.5～

10.5
③
６
～
8.5

①
9.5～

14、
②
9.5～

10.5
③
６
～
8.5

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

無
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施
設

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日
許
可
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日
許
可
後
16月

使
用
開
始
予
定
年
月
日
工
事
完
成
後

2.5
4.0

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

2.5
4.0

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

連
続
24時
間
使
用
（
②
16回
/日
）



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

（
第
九
三
二
一
号
）

二

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

浮
遊
物
質
量

①
50、
②
50、
③
10

①
100、

②
100、

③
40

窒
素
含
有
量

3
50

り
ん
含
有
量

0.1
0.5

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

①
350、

②
600、

③
9,200

備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考

①
②
処
理
水
の
一
部
は
工
程
で
再
利
用（
①
220～

250
、

②
400

）
し
、
余
剰
分
の
み
排
水
す
る
。

③
ろ
過
し
た
海
水
は
全
量
次
工
程
で
使
用
す
る
た
め
、
排
水

は
な
い
が
、
一
部
余
剰
海
水
（
非
特
定
排
出
水
）
と
し
て
排

出
さ
れ
る
。
ま
た
、
逆
洗
時
、
特
定
排
出
水
が
排
出
さ
れ
る
。

①
400、

②
600、

③
9,600

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

20,000
１
基

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

水
素
イ
オ
ン
濃
度

9.5～
10.5

9.5～
10.5

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

海
水
マ
グ
ネ
シ
ア
製
造
施
設
の
う
ち
、
沈
で
ん
施
設

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日
許
可
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日
許
可
後
16月

使
用
開
始
予
定
年
月
日
工
事
完
成
後

2.5
4.0

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

2.5
4.0

浮
遊
物
質
量

10
40

窒
素
含
有
量

3
50

り
ん
含
有
量

0.1
0.5

20,000
20,000

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

連
続
24時
間
使
用

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

①
フ
ィ
ル
タ
ー
プ
レ
ス
　
96室
　
１
基

②
フ
ィ
ル
タ
ー
プ
レ
ス
　
炭
カ
ル
30
t/日

ろ
室
容
積

5602.8L
１
基

③
フ
ィ
ル
タ
ー
プ
レ
ス
　
ろ
室
面
積
245

ろ
室
容
積

3.5
１
基

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

変
更
し
よ
う
と
す
る
施
設

無
機
化
学
工
業
製
品
製
造
業
の
用
に
供
す
る
ろ
過
施
設

工期等

工
事
着
手
予
定
年
月
日
許
可
日

工
事
完
成
予
定
年
月
日
許
可
後
16月

使
用
開
始
予
定
年
月
日
工
事
完
成
後

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

連
続
24時
間
使
用
（
①
10回
/日
、
②
16回
/日
、
③
13回
/日
）

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

水
素
イ
オ
ン
濃
度

9.5～
10.5

9.5～
10.5

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

①
（
変
更
前
）
2.5（
変
更
後
）

4.0、
②
2.5、

③
2.5

①
（
変
更
前
）
4.0（
変
更
後
）

8.0、
②
4.0、

③
4.0

①
（
変
更
前
）
2.5（
変
更
後
）

4.0、
②
2.5、

③
2.5

①
（
変
更
前
）
4.0（
変
更
後
）

8.0、
②
4.0、

③
4.0

浮
遊
物
質
量

50
100

窒
素
含
有
量

①
（
変
更
前
）
30（
変
更
後
）

3
、
②
3
、
③
3

①
（
変
更
前
）
500（

変
更
後
）

50、
②
50、
③
50

り
ん
含
有
量

①
1
、
②
0.1、

③
0.1

①
5
、
②
0.5、

③
0.5

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

①
140、

②
680、

③
（
変
更

前
）
458（

変
更
後
）
374

備
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考

①
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
製
造
用
を
水
酸
化
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
製
造

用
に
変
更
す
る
。

②
水
洗
方
法
を
見
直
し
、
処
理
水
の
一
部
は
工
程
で
再
利
用

（
200

）
し
、
余
剰
分
の
み
排
水
す
る
た
め
、
排
出
水

量
は
減
少
す
る
。
な
お
、
海
水
ろ
過
施
設
の
逆
洗
時
は
使
用

し
な
い
。

③
炭
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
の
生
産
を
や
め
る
為
、
水
量
は
減
少

す
る
。

①
140、

②
723、

③
（
変
更

前
）
515（

変
更
後
）
431

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

（
第
九
三
二
一
号
）

三

●
香
川
県
告
示
第
二
百
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

ま
た
、
特
定
排
出
水
排
水
処
理
施
設
に
お
い
て
、
海
水
ろ
過
施
設
の
逆
洗
水
の
た
め
の
凝
集
沈
殿

槽
（
64
）
を
設
置
す
る
。
な
お
、
海
水
ろ
過
施
設
の
逆
洗
時
に
は
、
当
該
施
設
を
利
用
す
る
工
程

に
お
け
る
他
の
特
定
施
設
は
使
用
し
な
い
た
め
、
特
定
排
出
水
の
水
量
は
変
わ
ら
な
い
。

他
に
、
排
水
口
が
21箇
所
（
雨
水
排
水
口
19箇
所
）
あ
る
。

（
備
考
）
今
回
、
新
規
に
特
定
施
設
を
設
置
す
る
が
、
既
設
の
特
定
施
設
の
使
用
の
方
法
の
変
更
及

び
廃
止
に
よ
り
、
特
定
排
出
水
の
汚
濁
負
荷
量
に
変
更
は
な
い
。
な
お
、
非
特
定
排
出
水
の

増
加
に
よ
り
、
排
出
水
の
排
水
量
は
増
加
す
る
。

2
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

期
間

平
成
18年

3
月
22日
か
ら
同
年
4
月
12日
ま
で

場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課

三
豊
市
市
民
部
環
境
衛
生
課

使
用
時
間
間
隔
及
び
１
日
当
た
り

の
　
　
使
　
　
用
　
　
時
　
　
間

（
変
更
前
）
17,500

t/日
（
変
更
後
）
37,500

t/日

排
出
さ
れ

る
汚
水
等

の
汚
染
状

態

項
　
　
　
　
目

水
素
イ
オ
ン
濃
度

処
　
　
理
　
　
前

処
　
　
理
　
　
後

通
　
常

最
　
大

通
　
常

最
　
大

5～
10.5

5～
10.5

5.8～
8.6

5.8～
8.6

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

2.5
4.0

2.5
4.0

能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

pH
調
整

汚
水
等
の
処
理
方
式

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

非
特
定
排
出
水
等
pH
調
整
槽

工　期　等

工
事
着
手
予
定
年
月
日
許
可
後

工
事
完
成
予
定
年
月
日
許
可
後
30日

使
用
開
始
予
定
年
月
日
工
事
完
成
後

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

4.0
2.5

2.5
4.0

浮
遊
物
質
量

25
50

5
20

窒
素
含
有
量

3
50

3
50

り
ん
含
有
量

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
量

0.1
0.5

0.1
0.5

33,911
37,411

33,911
37,411

断
続
24時
間
使
用

排
出
水
の

汚
染
状
態

浮
遊
物
質
量

5
20

窒
素
含
有
量

3
50

り
ん
含
有
量

0.1
0.5

排
出

水
の

量
（
変
更
前
）
13,995

（
変
更
後
）
33,911

（
変
更
前
）
17,495

（
変
更
後
）
37,411

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

2.5
4.0

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

2.5
4.0

水
素
イ
オ
ン
濃
度

5.8～
8.6

5.8～
8.6

項
　
　
　
　
目

通
　
　
　
　
　
常

最
　
　
　
　
　
大

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

第
　
　
　
１
　
　
　
排
　
　
　
水
　
　
　
口



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

（
第
九
三
二
一
号
）

四

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
同
年

四
月
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
三
木
国
分
寺
線
（
十
二
号
）

三
　
道
路
の
区
域

敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

平
成
十
五
年

高
松
市
川
島
東
町
字
郷
二
一
二
番
二
地
先
か
ら
　
　
　
一
〇
・
三
　
　
　
　
　
　
　
香
川
県
告
示

〜
　
　
　
　
　
　
四
三
　
第
八
十
号
で

高
松
市
川
島
東
町
字
郷
八
七
〇
番
一
地
先
ま
で
　
　
　
一
九
・
六
　
　
　
　
　
　
　
変
更
し
た
区

域
の
一
部

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

●
香
川
県
告
示
第
二
百
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
同
年

四
月
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
国
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
四
百
三
十
八
号

三
　
道
路
の
区
域

敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

平
成
十
二
年

香
川
県
告
示

第
三
百
六
十

九
号
及
び
平

二
三
・
〇

成
十
五
年
香

〜
　
　
　
　
　
一
七
〇

川
県
告
示
第

三
四
・
〇

五
百
三
十
五

号
で
変
更
し

た
区
域
の
一

部

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
同
年

四
月
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
枌
所
西
中
徳
線
（
百
六
十
七
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

四
・
〇
　
　
　
　
　
　
　

前
　
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
三
三
　

六
・
四
　
　
　
　
　
　
　

六
・
八

後
　
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
三
三

九
・
六

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

道
路
災
害
復

旧
工
事
に
伴

う
区
域
の
変

更

高
松
市
塩
江
町
安
原
下
字
高
橋
第
二
号

一
九
一
九
番
八
地
先
か
ら

高
松
市
塩
江
町
安
原
下
字
高
橋
第
二
号

一
九
一
九
番
八
地
先
ま
で

坂
出
市
川
津
町
字
連
尺
三
五
〇
一
番
一
五
地
先

か
ら

坂
出
市
花
町
三
七
三
番
一
地
先
ま
で



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

（
第
九
三
二
一
号
）

五

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日
か
ら
同
年

四
月
十
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
衣
掛
郷
東
線
（
百
七
十
五
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

七
・
四
　
　
　
　
　
　
　
道
路
改
修
工

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
六
〇
　
事
に
伴
う
現

一
三
・
〇
　
　
　
　
　
　
　
道
拡
幅

八
・
四

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
六
〇

一
一
・
四

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
西
土
指
道
　
第
八
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
八
年
三
月
六
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
観
音
寺
市
柞
田
町
字
下
出
甲
一
一
一
四

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
三
五
・
六
六
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
西
讃
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
二
百
十
三
号

香
川
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
条
例
第
十
一
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
県
証
紙

の
売
り
さ
ば
き
人
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

指
定
年
月
日
　
　
　
　

住
　
　
　
所
　
　
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
売
り
さ
ば
き
場
所
　
　

平
成
十
八
年
三
月
七
日
　
　
観
音
寺
市
柞
田
町
甲
　
　
高
橋
　
聖
　
　
観
音
寺
市
柞
田
町
甲

二
一
四
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
四
五
番
地
三

綾
歌
郡
宇
多
津
町
　
　
　
中
野
　
貞
子
　
綾
歌
郡
宇
多
津
町

二
六
二
八
番
地
五
二
一
　
　
　
　
　
　
　
二
六
二
八
番
地
八
五
九

●
香
川
県
公
告
第
百
五
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
八
年
五
月
二
日
ま
で
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
八
年
三
月
二
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
飯
山
　
　

公

告

高
松
市
鬼
無
町
藤
井
三
一
一
番
三
地
先

か
ら

高
松
市
鬼
無
町
藤
井
三
一
三
番
一
地
先

ま
で



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

（
第
九
三
二
一
号
）

六

多
田
　
俊
夫

丸
亀
市
飯
山
町
真
時
三
三
五
番
地
一

三
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
人
々
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
振
興
を
図
る
と
と
も
に
地
域
住
民
の
健
康
づ
く
り

と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
百
六
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
七
年
香
川
県
公
告
第
六
百
二
十
五
号

二
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ケ
ー
ズ
デ
ン
キ
高
松
本
店
　
　
高
松
市
多
肥
上
町
字
松
林
一
二
一
〇
番
地
ほ
か

三
　
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１
　
市
道
に
お
け
る
通
行
の
安
全
と
円
滑
を
図
る
た
め
の
方
策
を
講
じ
る
こ
と
。

２
　
周
辺
道
路
の
清
掃
や
除
草
等
を
定
期
的
に
行
い
、
適
正
利
用
促
進
に
努
め
る
こ
と
。

四
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要
　
　

該
当
な
し

五
　
意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
年
四
月
二
十
四
日
（
月
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
百
六
十
一
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期
検

査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七

十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
に
つ
い
て

は
、
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
当
該
特
定
計
量
器
の
所
在
の
場
所

で
実
施
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
定
期
検
査
の
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

非
自
動
は
か
り
（
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
分
銅
及
び
お
も
り

二
　
定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
期
日
及
び
場
所

別
表
の
と
お
り

検
査
区
域

検
査
日
時

検
査
場
所

三
　
木
　
町

直
　
島
　
町

土
　
庄
　
町

5
月
16日（

火
）

5
月
17日（

水
）

5
月
18日（

木
）

5
月
19日（

金
）

5
月
22日（

月
）

5
月
23日（

火
）

5
月
24日（

水
）

5
月
25日（

木
）

10：
00～
11：
30

13：
00～
15：
00

10：
00～
11：
30

13：
00～
15：
00

10：
00～
15：
00

10：
00～
11：
30

13：
00～
13：
50

11：
00～
14：
30

10：
00～
11：
30

13：
00～
15：
00

10：
00～
15：
00

10：
00～
11：
30

13：
00～
14：
00

三
木
町
役
場
田
中
出
張
所

香
川
県
農
協
井
戸
支
所

三
木
町
池
戸
商
工
セ
ン
タ
ー

三
木
町
福
祉
セ
ン
タ
ー

三
木
町
福
祉
セ
ン
タ
ー

直
島
町
東
部
公
民
館

直
島
町
西
部
公
民
館

大
部
公
民
館

北
浦
公
民
館

大
鈬
公
民
館

四
海
公
民
館

豊
島
公
民
館

唐
櫃
浜
公
民
館

別
表



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

（
第
九
三
二
一
号
）

七

●
香
川
県
公
告
第
百
六
十
二
号

労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
川

県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
労
働
組
合
執
行
委
員
長
三
谷
泰
博
か
ら
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨

平
成
十
八
年
三
月
十
日
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
事
　
件

香
川
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
会
長
理
事
宛
て
に
、
香
川
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
労
働

組
合
執
行
委
員
長
名
で
平
成
十
八
年
三
月
十
日
付
け
で
提
出
し
た
賃
上
げ
、
労
働
条
件
改
善
等
、
そ
の

他
の
要
求
に
関
す
る
件

二
　
日
　
時

平
成
十
八
年
三
月
二
十
四
日
午
前
零
時
以
降
本
問
題
解
決
に
至
る
ま
で
の
期
間

三
　
場
　
所

香
川
県
高
松
市
屋
島
西
町
一
八
五
七
番
地
の
一

屋
島
総
合
病
院
の
構
内
又
は
職
場

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
滝
宮
四
八
六
番
地
の
一

滝
宮
総
合
病
院
の
構
内
又
は
職
場

四
　
争
議
行
為
の
概
要

右
記
場
所
の
全
体
的
あ
る
い
は
部
分
的
に
、
連
続
的
、
断
続
的
に
、
す
べ
て
の
業
務
の
停
止
を
は
じ

め
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
を
、
単
独
又
は
併
用
し
て
行
う
。
但
し
、
救
急
患
者
及
び
入
院
中
重
症

患
者
の
た
め
の
保
安
の
必
要
の
あ
る
場
合
は
、
保
安
要
員
若
干
名
を
除
く
。

●
香
川
県
公
告
第
百
六
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市
下
笠
居
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地

改
良
事
業
神
在
川
窪
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
三
月
十
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
高
松
市
産
業
部
土
地
改
良
課
に
お
い
て
平
成
十
八
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
四
月

十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
百
六
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
三
月
八
日
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

小
豆
島
町

小
豆
郡
再
検
査

5
月
29日（

月
）

5
月
30日（

火
）

5
月
31日（

木
）

6
月
1
日（
木
）

6
月
2
日（
金
）

6
月
5
日（
月
）

6
月
6
日（
火
）

6
月
7
日（
水
）

6
月
8
日（
木
）

6
月
9
日（
金
）

6
月
12日（

月
）

6
月
16日（

金
）

10：
00～
11：
30

13：
00～
15：
00

10：
00～
15：
00

10：
00～
15：
00

10：
30～
11：
30

13：
00～
15：
00

10：
00～
11：
30

13：
00～
15：
00

10：
00～
15：
00

11：
00～
12：
00

13：
00～
15：
00

11：
00～
12：
00

13：
00～
14：
30

10：
00～
15：
00

10：
00～
15：
00

10：
00～
15：
00

10：
00～
12：
00

戸
形
公
民
館

土
庄
町
役
場

土
庄
町
役
場

土
庄
町
役
場

小
豆
島
町
三
都
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

小
豆
島
ふ
る
さ
と
村

香
川
県
農
協
池
田
支
店
蒲
生
出
張
所

香
川
県
農
協
池
田
支
店
中
山
出
張
所

小
豆
島
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

小
豆
島
サ
イ
ク
リ
ン
グ
タ
ー
ミ
ナ
ル

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

福
田
公
民
館

橘
漁
業
協
同
組
合

苗
羽
公
民
館

草
壁
公
民
館

安
田
公
民
館

土
庄
町
役
場



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

（
第
九
三
二
一
号
）

八

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　

仲
南
町
土
地
改
良
区
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
事
業
）
東
山
池
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
事
業
）
山
神
下
池
地
区

琴
平
町
土
地
改
良
区
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
上
村
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
松
葉
井
堰
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
カ
行
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
長
法
寺
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
一
の
股
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
春
日
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
横
瀬
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
横
瀬
中
股
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
野
田
幹
線
地
区

満
濃
町
土
地
改
良
区
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
仲
分
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
吉
井
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
片
岡
東
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
山
下
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
塩
田
西
の
岡
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
安
造
田
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
成
政
地
区

高
松
市
古
高
松
土
地
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
小
山
池
地
区

改
良
区

●
香
川
県
公
告
第
百
六
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
業
主
体
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良

事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
三
月
八
日
認
可
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
　
業
　
主
　
体
　
　
　
　
　
　
　

土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　

欠
付
股
地
区
共
同
施
行
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
欠
付
股
地
区

川
滝
下
地
区
共
同
施
行
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
川
滝
下
地
区

荒
川
上
地
区
共
同
施
行
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
荒
川
上
地
区

下
村
下
所
地
区
共
同
施
行
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
下
村
下
所
地
区

●
香
川
県
公
告
第
百
六
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
町
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
八
年
三
月
八
日
同
意
し
た
。

平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

町
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仲
南
町
　
　
　
香
川
用
水
非
受
益
地
域
用
水
確
保
事
業
（
た
め
池
等
整
備
事
業
）
塩
入
地
区

満
濃
町
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
西
田
井
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
福
家
下
所
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
福
家
本
村
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
薬
師
堂
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
椿
谷
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
中
大
宮
地
区



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

（
第
九
三
二
一
号
）

九

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
杉
上
上
所
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
下
分
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
吉
野
樋
門
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
福
家
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
た
め
池
等
整
備
事
業
）
大
牟
礼
池
地
区



平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
八
年
三
月
二
十
二
日

（
第
九
三
二
一
号
）

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/
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